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定 例 公 安 委 員 会 の 開 催 状 況  

 

第 １  開 催 日 時  

令 和 ７ 年 10月 16日 （ 木 ）  

 

第 ２  出 席 者  

 １  公 安 委 員 会  

    川 端 委 員 長 、 竹 内 委 員 、 庵 委 員  

  ２  警 察 本 部  

    警 察 本 部 長 、警 務 部 長、生 活 安 全 部 長、地 域 部 長、刑 事 部 長 、

交 通 部 長 、 警 備 部 長 、 情 報 通 信 部 長 、 首 席 監 察 官 、 警 察 学 校 長  

 

第 ３  議 事 の 概 要  

  １  報 告 案 件  

   (1) 犯 罪 被 害 者 等 支 援 広 報 啓 発 強 化 期 間 に お け る 広 報 啓 発 活 動

の 実 施  

     警 務 部 長 か ら 、「 犯 罪 被 害 者 等 支 援 広 報 啓 発 強 化 期 間 」 (11

月 １ 日 か ら 12月 １ 日 ま で の 間 )に お い て 、犯 罪 被 害 者 等 が 置 か

れ て い る 状 況 や 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 重 要 性 に つ い て 県 民 の 理

解 を 深 め 、 社 会 全 体 で 犯 罪 被 害 者 等 を 支 え る 気 運 の 醸 成 を 図

る と と も に 、 警 察 が 民 間 団 体 等 と 連 携 し て 実 施 し て い る 犯 罪

被 害 者 等 支 援 活 動 や 犯 罪 被 害 給 付 制 度 の 内 容 を 県 民 に 周 知 し 、

そ の 利 用 と 犯 罪 被 害 者 等 支 援 活 動 へ の 参 加 を 促 進 す る 旨 の 報

告 が あ っ た 。  

(2) ハ ラ ス メ ン ト 防 止 研 修 会 の 開 催  

警 務 部 長 か ら 、 所 属 長 等 に 対 す る ハ ラ ス メ ン ト 防 止 に 関 す

る 実 践 形 式 の 研 修 会 の 開 催 予 定 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

   (3) 令 和 ７ 年 度 富 山 県 警 察 逮 捕 術 大 会 の 開 催  

     警 務 部 長 か ら 、 現 場 執 行 力 の 向 上 と 士 気 の 高 揚 を 図 る こ と

を 目 的 と し た 、 令 和 ７ 年 度 富 山 県 警 察 逮 捕 術 大 会 の 開 催 予 定

に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

   (4) 育 児 休 業 取 得 者 復 帰 サ ポ ー ト 研 修 会 の 実 施  

警 務 部 長 か ら 、 育 児 休 業 で 長 期 間 仕 事 を 離 れ て い た 職 員 に

対 し 、 育 児 支 援 制 度 の 説 明 や 、 同 じ く 子 育 て 世 代 の 職 員 ら と

の 交 流 を 行 う こ と で 、 職 場 復 帰 に 対 す る 不 安 解 消 を 図 る こ と

を 目 的 と す る 研 修 会 の 開 催 予 定 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  
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   (5) 県 不 動 産 関 係 団 体 と の 「 犯 罪 の 起 き に く い 安 全 安 心 な ま ち

づ く り に 関 す る 協 定 」 の 締 結  

     生 活 安 全 部 長 か ら 、 不 動 産 物 件 の 犯 罪 利 用 の 防 止 等 に 向 け

た 連 携 強 化 を 図 り 、 安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る 社 会 環 境 の 構 築

を 一 層 推 進 す る た め 、 県 内 の 不 動 産 関 係 ２ 団 体 と 協 定 を 締 結

す る 予 定 で あ る 旨 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

(6) サ イ バ ー セ キ ュ リ テ ィ 技 能 競 技 会 の 開 催  

生 活 安 全 部 長 か ら 、 サ イ バ ー 事 案 対 処 能 力 の 向 上 及 び 有 望

な 人 材 の 発 掘 を 図 る こ と を 目 的 と し た 、 サ イ バ ー セ キ ュ リ テ

ィ 技 能 競 技 会 の 開 催 予 定 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

   (7) 全 国 山 岳 遭 難 救 助 指 導 者 研 修 会 の 開 催  

     地 域 部 長 か ら 、 全 国 都 道 府 県 警 察 の 山 岳 遭 難 救 助 活 動 に 従

事 す る 警 察 官 を 対 象 に 、 山 岳 救 助 に 関 す る 高 度 な 知 識 、 技 能

等 を 習 得 さ せ 、 山 岳 遭 難 救 助 の 指 導 者 と し て の レ ベ ル ア ッ プ

を 図 る た め の 研 修 会 の 開 催 予 定 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

   (8) 匿 名 ・ 流 動 型 犯 罪 グ ル ー プ に よ る 偽 造 有 印 公 文 書 行 使 、 詐

欺 等 事 件 の 検 挙  

刑 事 部 長 か ら 、 匿 名 ・ 流 動 型 犯 罪 グ ル ー プ に よ る 偽 造 有 印

公 文 書 行 使 、 詐 欺 等 事 件 の 検 挙 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

   (9) 秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 の 実 施 結 果  

     交 通 部 長 か ら 、 秋 の 全 国 交 通 安 全 運 動 (９ 月 21日 か ら 10日

間 )の 実 施 結 果 に つ い て 報 告 が あ っ た 。  

(10) Ｊ Ｒ 主 催 脱 線 事 故 （ 新 幹 線 ） 対 応 訓 練 へ の 参 加  

警 備 部 長 か ら 、 新 幹 線 の 脱 線 事 故 を 想 定 し た 対 応 訓 練 に 参

加 し 、 当 県 警 察 に よ る 避 難 誘 導 及 び 救 出 ・ 救 助 要 領 を 確 認 す

る と と も に 関 係 機 関 と の 連 携 向 上 を 図 る 旨 の 報 告 が あ っ た 。  

 

第 ４  決 裁 案 件 等  

  １  訟 務 案 件  

２  監 察 案 件  

  ３  運 転 免 許 取 消 し に 関 す る 意 見 の 聴 取 等 結 果  

  ４  運 転 免 許 取 消 処 分 の 処 分 量 定  

５  公 安 委 員 会 宛 て 苦 情 の 処 理 状 況  

  ６  猟 銃 所 持 者 に 対 す る 行 政 処 分 の 実 施  

  ７  多 衆 運 動 許 可 事 務 専 決 状 況 報 告 （ ９ 月 分 ）  


